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愛知学院大学薬学会会則

第一章　総則

　　第１条　　本会は愛知学院大学薬学会と称する

　　第２条　　本会の事務局は愛知学院大学薬学部内に置く

第二章　目的及び事業

　　第３条　 　本会は愛知学院大学薬学部設立の趣旨に則り、薬学に関する研究・教育
を通じ、学問の水準を向上せしむるとともに、国民の健康の保持・増進に

寄与することを目的とする

　　第４条　　本会は第３条の目的を達するために以下の事業を行う

　　　　１．機関誌「愛知学院大学薬学会誌」の刊行

　　　　　　機関誌発行に関する細則は別途これを定める

　　　　２．総会、学術講演会の開催

　　　　３．その他、本会の目的達成のために必要な事項

第三章　会員

　　第５条　　本会は以下の会員をもって構成される

　　　　１．正会員　薬学部教員

　　　　２．準会員　薬学部在学生及び大学院在学生

　　　　３．名誉会員　本会の功労者で幹事会において推薦され、総会で承認された者

　　　　４．賛助会員　本会の目的に賛同し幹事会の承認を経た者

　　第６条　　正会員、準会員は在籍と同時に自動的に入会とする

　　第７条　　賛助会員は、申し込み用紙に所定の事項を記入し事務局に申し込むこと

　　第８条　　会員は機関誌の配布を受ける

　　第９条　　会員は毎年度所定の会費を前納しなければならない

第四章　役員

　　第１０条　本会に次の役員をおく

　　　　１．会長　（１名）本学薬学部長がこれにあたる

　　　　２．副会長　（１名）教務主任がこれにあたる

　　　　３．評議員　（若干名）正会員のうちから会長がこれを委嘱する

　　　　４．監事　（２名）正会員のうちから会長がこれを委嘱する

　　第１１条　会長は本会を代表し会務を統括する

　　第１２条　副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する
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　　第１３条 　評議員は本会の庶務、会計、学術講演会、会誌の編集などの会務を分掌し、 
会務に関わる重要事項を審議決定する

　　第１４条　監事は会計を監査する

　　第１５条　役員の任期は２年とし、再任を妨げない

第五章　総会

　　第１６条　会長は本会の活動報告、会務の報告を目的に年次総会を招集する

　　第１７条　年次総会は４月に開催する

　　第１８条　総会は正会員および準会員の代表（各学年２名）をもって構成する

　　第１９条　総会は 18条における構成員の１／２の出席をもって成立する
　　第２０条　上記 18条の構成員が総会に出席できない場合は委任状で議決権を行使できる
　　第２１条　総会の議決は出席者の過半数をもって承認される

第六章　会計

　　第２２条　本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれにあてる

　　第２３条　本会の会計年度は４月から翌年の３月とする

　　第２４条　会計報告は年次総会においておこなう

第七章　会則の変更

　　第２５条　本会の会則変更は評議員会の議を経て総会においてこれを議決する

　　第２６条　本会則に関する細則は別途これを定める

附記

本会則は平成１７年４月１日より施行する

本会則は平成１８年４月１日より施行する

本会則は平成２０年４月１日より施行する

本会則は平成２２年１０月１日より施行する
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愛知学院大学薬学会細則

　愛知学院大学薬学会会則（以下，「会則」という）第２６条の規定に基づき，愛知学院

大学薬学会細則を定める

 【会則第４条関係】
第１ ．会則第４条第３号に規定するその他， 本会の目的達成に必要な事項については，以

下に定めるものとする

１．会則第５条に規定する会員の教育，研究，調査及び学会参加等に関する支援事業

２．愛知学院大学薬学部の研究設備・機器等の充実に関する支援事業

３．その他総会において必要と認められた事業

附則

この細則は、 平成２２年１０月１日から施行する


